　　
社会福祉法人山県市社会福祉協議会　福祉車両貸出事業実施要綱
（目的）
第1条 この事業は、一般の交通手段を利用することが困難な障がい者や、高齢者等対して、山県市社会福祉協議会が所有する福祉車両（以下「福祉車両」という。）を貸出しすることにより、入退院、入退所、通院、通所の支援ならびに日常生活行動圏の拡大、社会参加の促進等を図り、もってこれらの者の生活の質を確保し、福祉の増進を図ることを目的とする。
[bookmark: _Hlk90656848]
（貸出対象車両）
第2条 貸出対象車両は次のとおりとする。
（1） スズキ　　エブリイ　岐阜８８０あ１４１５
（2） ダイハツ　アトレィ　岐阜５８１む８３９３
（3） ダイハツ　アトレィ　岐阜５８２ぬ６２６４

（対象者及び運転者）
[bookmark: _Hlk1981613]第３条　福祉車両の貸出を受けられる者（以下「要援護者」という。）は、山県市在住で次の各号のいずれかに該当する者とする。
（１）常時または一時的に車いすを利用する者
（２）老衰・心身の障がい及び疾病等の理由により、臥床しているなど日常生活を営む上で支障のある者。
２　福祉車両を運転する利用責任者（以下「運転者」という。）は次の各号のすべてに該当する者とする。
（１）要援護者の親類等とし、次条に定める福祉車両利用登録申込書（様式１号）にて福祉車両利用責任者および運転予定者登録を行った者。
（２）普通自動車第一種運転免許証取得後３年以上の運転経験がある者。
３　その他、会長が適当と認めた場合はこの限りではない。

（登録）
第４条　福祉車両の貸出を受けようとする者は、福祉車両利用登録申込書（様式１号）および福祉車両利用誓約書（様式４号）、要援護者の心身状態を証明する書類の写しを会長に提出する。
２　会長は前条により適当と認められたものに対し、福祉車両貸出登録証（様式２号）を発行するとともに福祉車両利用者登録簿（様式３）に記録する。
３　本会は、福祉車両利用登録申込書（様式１号）、福祉車両利用誓約書（様式４号）を年度ごとに管理するものとする。
４　登録内容に虚偽の記載があった場合は、年度の途中でも登録を取り消すことがある。
[bookmark: _Hlk535498129]５　本会は、貸出を行う際に、利用責任者に所定の貸出証を発行する。

（利用の申込み）
第５条　運転者は、福祉車両を利用する場合は利用する前に本会に連絡し、福祉車両貸出証兼福祉車両利用届（様式５号）を提出しなければならない。ただし会長が必要と認めた場合はこの限りではない。
２　福祉車両の利用の申し込みは、利用しようとする日の３か月前から受け付ける。
３　福祉車両貸出の際、運転予定者は登録証と運転免許証を提示しなければならない。
４　本会は、福祉車両利用簿（様式６号）にて利用状況を管理するものとする。
[bookmark: _Hlk534734151]
（貸出・返却の場所及び貸出時間）
[bookmark: _Hlk535994635]第６条　福祉車両の貸出は本所、デイサービスセンターふれあい及びやすらぎで行う。
２　貸出・返却手続きは下記の表の通りに行う。
	貸出返却場所
	受付時間
	貸出期間
	返却時間

	本所
	平日８時３０分～１７時３０分
	連続した４日間まで（休日が連続する場合はこの限りではない。）
	使用後速やかに返却するものとし、使用時間が午後５時３０分を過ぎる場合は、翌日の午前９時までに返却する。ただしその返却日が休日の場合は、その後直近の営業日の午前９時までに返却するものとする。

	ふれあい
	平日９時３０分～１５時３０分
	当日の受付時間中
	当日の１５時３０分まで

	やすらぎ
	
	
	


３　毎週決まった曜日等の長期にわたる定期的な貸出は原則行わない。ただし、病状等により定期的に通院しなければならない場合はこの限りではない。
４　年末年始（１２月２９日から１月３日まで）の貸出は行わない。
５　車両の返却手続きは原則貸し出しを行った場所で行う。

（利用責任者の責務）
第７条　利用責任者は次の事項を守らなければならない。
(1) 福祉車両の利用にあたっては、善良な管理者として注意義務を果たすこと。
(2) 福祉車両の利用時間中に事故等が生じた場合は速やかに本会に連絡するとともに本会が指定する保険会社にも連絡し、その指示に従うこと。
　
（禁止事項）
第８条　利用責任者は、借り受けた福祉車両をその目的以外に使用してはならない。
２　利用責任者は、借り受けた福祉車両を第三者に貸与してはならない。
３　福祉車両の定員は、要援護者を含め最大３名までとする。


（損害補償）
第９条　車両の利用に生じた損害補償等の一切の責任は、当該福祉車両に係る各種保険等で対応できるもののほかは、全て運転者が負うものとする。ただし、軽微な自損事故については保険で対応しないことがある。
２　交通事故等を起こした場合の事故処理、対応は運転者が行うものとする。

（利用責任者の負担）
第１０条　利用責任者は福祉車両返却時に、本会の発行する請求書により次の負担額を納入しなければならない。
２　運行に要した燃料代（１ｋｍあたり２０円。距離の小数点以下は四捨五入。）

（その他）
第１１条　この要項に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

附　則
この要項は平成１５年４月１日から施行する。
附　則
この要項は平成１５年１０月１日から施行する。
附　則
この要項は平成１６年１月１日から施行する。
　　附　則
この要綱は平成１８年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この要綱は平成１９年２月１日から施行する。
　　　附　則
　この要綱は平成１９年１２月１日から施行する。
　　　附　則
　この要綱は平成２２年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この要綱は平成２５年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この要綱は平成２６年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この要綱は平成２７年８月１７日から施行する。
附　則
　この要綱は平成３１年４月１日から施行する。
[bookmark: _Hlk67053300]　　　附　則
　この要綱は令和２年４月１日から施行する。
　　　
附　則
　この要綱は令和３年７月１日から施行する。
附　則
　この要綱は令和４年２月１日から施行する。
附　則
この要綱は令和４年６月１７日から施行する。
附　則
この要綱は令和５年４月１日から施行する。
